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神奈川県弁護士協同組合 
神奈川県横浜市中区日本大通９ 

神奈川県弁護士会館２階内 

 ☎０４５－２１１－７７１２ 

 

 

２０１９年１２月改訂 



★★新入会員の皆様、 
神奈川県弁護士協同組合に加入しませんか★★ 

 

 神奈川県弁護士協同組合は、弁護士会ではできない会員の福利の増進に努め、弁護士会の裏

方として皆さんの活躍の補助的役割を担うものです。 

 また、全国の単位弁護士協同組合を結集した全国弁護士協同組合連合会にも加入しており、

全国的な規模で組合員の福利厚生を図り、数多くの情報を提供出来るようにも努めています。 

 

 現在は神奈川県弁護士会会員の９割以上が組合に加入しています。 

 是非、神奈川県弁護士協同組合にご加入ください！！ 
 

 神奈川県弁護士協同組合では、組合員の福利厚生のために様々な事業を行っていますが、そ

の主なものは次のとおりです。 

 

①弁護士専用提携クレジットカード 

  弁護士専用クレジットカードは、その名の通り弁護士であることを表すとともに、高い信

用度を持ちますので、全国の弁護士の多くが利用しています。 

  組合員が提携クレジットカードを利用した場合には、ご本人には一切ご負担なく、利用額

に応じた一定額が協同組合の手数料収入となります。 

  インターネットの契約や買い物、あらゆる支払についてカードが利用されている時代に、

多数の組合員の皆様が提携クレジットカードに加入され、カードをご利用いただくことで、

協同組合の収入となり、弁護士日誌や六法の無償配布の財源等となります。 

 

②弁護士賠償責任保険事業（三井住友海上火災保険） 

  協同組合では、三井住友海上と提携した弁護士賠償責任保険のご案内、申込みを承ってお

ります。 

  この保険は、弁護業務に起因して、他人に損害を与え、日本国内において損害賠償を請求

された場合、法律上の賠償責任を負うことによって被る損害について保険金をお支払するも

のです。現在、当組合の約８割（約１１００名）が加入しています。 

 

③団体所得補償保険・医療費用保険事業（三井住友海上火災保険） 

  協同組合では、三井住友海上と提携した団体所得補償保険・医療費用保険のご案内、申込

みを承っております。 

団体所得補償保険とは、会員の先生方が万一病気や事故により治療に専念しなければなら

なくなったとき、その間の所得を長期にわたって（最長１２ヶ月、免責期間は除きます。）補

償する保険です。 

医療費用保険とは、病気やケガで入院したときのための保険です。補償の対象者が身体障害



（傷害または疾病）を被り、その直接の結果として入院を開始した場合に、日本国内での入院

により費用を負担したことによって被った損害に対して保険金をお支払いたします。 

 

④団体扱保険料口座振替制度（三井生命） 

  こちらは、協同組合の共済制度ではなく、三井生命保険株式会社と直接ご契約いただく個

人保険となりますが、一定の条件（契約者が組合員の弁護士であること、かつ、保険料を月

払いにしていること）を満たしていれば保険料が一般契約より割安となります。 

ご希望の場合、保険会社の担当者が事務所等へお伺いし詳細な説明をいたします。 

 

⑤特約店契約 

  出版社、デパート、事務機器・事務用品、飲食店、健診関係、不動産、調査会社等と特約

店契約を結び、組合員が割引価格で利用できるよう便宜を図っています。 

  その他、各単位協同組合の斡旋する商品（果物、蟹、漬物など）、時期に合わせて随時ご

案内する斡旋販売（電化製品、事務所備品、中元・歳暮商品）などもあります。 

 

⑥六法、弁護士日誌等の無償配布 

  例年年末に、組合の事業利益の還元事業として、六法・弁護士日誌・弁護士業務便覧・訟

廷日誌を、教育情報事業の一環として無償で配布し、組合員の業務の一助としています。 

※ 六法は加入 10年以内の組合員に無償配布しております。加入 10年以上の方には特別価格にて六法

を販売しております。 

※ 弁護士日誌・弁護士業務便覧・訟廷日誌の配布は、無償配布を希望する組合員に配布しております。 

※ 組合員からは出資金以外の賦課金は一切頂戴しておりません。これだけでもかなりの加入メリットが

あると思われます。 

 

⑦労働保険事務組合 

法律事務所の委託を受けて、事務所で雇用している職員、アルバイトの方に関わる労働保

険に関する事務を代行するのが労働保険事務組合です。 

  事務所を設けて、事務職員を雇用する場合は、労災保険・雇用保険への加入が義務づけら

れておりますので、保険業務委託などの際にはご相談ください。また、事務組合に委託され

ている場合は、事業主である先生自身も労災保険に特別加入することが出来ます。 

  中小企業退職金共済制度（事務職員退職金制度）の取り扱いもしております。 

  詳しくは、協同組合労働保険事務組合でご案内いたします。 

 

⑧融資の斡旋 

  現在、りそな銀行・北陸銀行・三井住友銀行・横浜信用金庫・三菱東京ＵＦＪ等とタイア

ップして、組合員の住宅建築資金や事業資金など、できるだけ安い金利で借りられるよう、

融資の斡旋をしています。（ご利用の詳細は協同組合窓口まで）。 



⑨小口融資制度 

  納税時期・事務所移転など、当座資金が急に必要な場合は、小口融資をご利用ください。 

  急ぎで必要な資金を、組合から組合員に無担保で直接お貸ししています（返済は、満期日

に元利一括返済）。金額は１００万円迄で、利息は年３％（２０１９年１２月現在）、期間

は１ヶ月～１年迄の間で自由にご利用いただけます（ご利用の詳細は協同組合窓口まで）。 

 

⑩保釈保証書発行事業 

  全国弁護士協同組合連合会（以下、全弁協）による「保釈保証書発行事業」（保釈保証金

の用意が困難な場合、弁護人の申し込みに基づき全弁協が保証書の発行を行い、万一の際の

保証金の支払いは全弁協が行うもの）の取次ぎを行っております（ご利用の詳細は全弁協Ｈ

Ｐまたは協同組合窓口まで）。 

 

⑪その他 

  コピーサービスとして神奈川県弁護士会館１階にコイン式による割安なカラーコピー機を

設置しております（カラー１枚４０円・白黒１枚１０円）。 

  また、無料で神奈川県全域住宅地図の利用サービスも行っております（地下キャビネッ

ト）。 

  職務上の請求用紙（戸籍謄本、住民票を取寄せるための４種）・パンタレイ事件袋等の販

売（組合員でなくても購入可）や、書籍の紹介（各出版社が行っているもの、組合独自に行

うもの）等があります。 

  その他、たのめーる、アスクル、カウネット等事務用品のカタログ販売についても取り扱

いを行っておりますので、是非ともご利用ください。（一部は全弁協の取り扱いです。） 

 

神奈川県弁護士協同組合は、神奈川県弁護士会会員全員の加入を目指して努力しております

ので、是非、組合にご加入ください。 

加入方法  

お申し込みの際は、添付の出資引受書にご記入の上、出資金を添えて弁護士会２階事務局ま

でご持参願います。出資金は１口１万円で、当会在会１０年以内３口、１０年から２０年は５

口、２０年以上は７口、法人は１０口の出資をいただけますと幸いです。なお、出資金は脱退

時に返還しております。 

ご都合により本部窓口にお越しいただけない方は、添付の出資引受書に必要事項をご記入の

上組合宛ご郵送いただくと同時に、下記銀行口座に出資金額をお振り込みくださいますようお

願いいたします（振込手数料はご負担願います）。 

   振込口座：三井住友銀行 横浜支店 普通預金口座 ７０３１４３２ 

  神奈川県弁護士協同組合 出資金受入口座        



２０１８年１２月 

組合員および神奈川県弁護士会会員 各位  
 神奈川県弁護士協同組合 

 

 

弁弁護護士士専専用用  
提提携携ククレレジジッットトカカーードドののごご紹紹介介  
～弁護士専用提携カードを持ちませんか？～ 

 

弁護士専用クレジットカードは、その名の通り弁護士であることを表すとともに、高い信用度を持ちますので、全国の弁護

士の多くが利用しています。 

組合員が提携クレジットカードを利用した場合には、ご本人には一切ご負担なく、利用額に応じた一定額が協同組

合の手数料収入となります。 

インターネットの契約や買い物、あらゆる支払についてカードが利用されている時代に、多数の組合員の皆様が提携クレ

ジットカードに加入され、カードをご利用いただくことで、協同組合の収入となり、組合員の皆様への利益還

元へと繋がります。 組合員の皆様には、ぜひ提携カードのご利用をお願いいたします。 

 

組合員 

                                              本件に関する問い合わせ先 

                                              神奈川県弁護士協同組合 

カード会社                             協同組合          電 話 045-211-7712 

 ＦＡＸ 045-211-7718 

弁護士の証！！ 

提携カード申込・利用 

手数料支払 

利益還元 



提 携 カ ー ド 一 覧 2017/6版

No カード名（社名） 年会費 特典等

1
弁護士ＤＣカード
（三菱UＦＪニコス㈱）
　電話０１２０－１０－２６２２

〔ゴールドカードの場合〕
本人10,000円+税
家族1名無料・2人目から1名に付き1,000円+税
〔一般カードの場合〕
本人1,250円+税
家族1名に付き400円+税

〔ゴールドカードの場合〕
①海外旅行保険　最高5000万円
②国内旅行傷害保険　最高5000万円
③ショッピングセイバー　300万円限度額
④空港ラウンジサービス
〔一般カード〕
①海外アシスタントサービス　他

2
全弁協ＵＣカード
（㈱クレディセゾン）
　電話０１２０－８８８－８６０

〔ゴールドカードの場合〕
本人10,000円+税
家族1名無料・2人目から1名に付き1,000円+税
〔一般カードの場合〕
本人1,250円+税
家族1名に付き400円+税

①永久不滅ポイント優遇
②旅行傷害保険　最高5000万円
③ショッピング補償保険
④空港ラウンジサービス　他

3

全弁協《セゾン》プラチナ・ビジネス・ア
メリカン・エキスプレスカード
（㈱クレディセゾン）
　電話０１２０－７００－９４０

本人20,000円+税
家族1名に付き3,000円+税

①永久不滅ポイント優遇
②引き落とし口座選択可能
③海外旅行傷害保険　最高1億円
④国内旅行傷害保険　最高5000万円
⑤ショッピング安心保険　他

4

ロイヤーズ・MUFGカード・プラチナ・アメ
リカン・エキスプレス・カード
（三菱ＵＦＪニコス㈱）
　電話０１２０－６６５－８１１

本人24,000円+税
家族1名無料・2人目から1名に付き3,000円+税

①海外旅行傷害保険　最高1億円
②国内旅行傷害保険　最高5000万円
③プラチナ・コンシェルジュサービス
④加盟店でのご優待プログラム　他

5
弁護士VISAビジネスカード
（三井住友カード㈱）
　電話０１２０－９７５－０９３

〔ゴールドカードの場合〕
本人5,000円+税
家族1名に付き2,000円+税
〔一般カードの場合〕
本人600円+税
家族1名に付き400円+税

〔ゴールドカードの場合〕
①年会費半額10,000円+税→5,000円+税
②旅行傷害保険　最高5000万円
③空港ラウンジサービス
〔一般カードの場合〕
①年会費半額1,250円+税→600円+税
②海外旅行傷害保険　最高2000万円　他

6
ダイナースクラブカード
（三井住友トラストクラブ㈱）
　電話０１２０－０４１－９６２

〔ダイナースクラブカードの場合〕
本人22,000円+税
家族会員　5,000円+税
〔銀座ダイナースクラブカードの場合〕
本人25,000円+税
家族会員　無料
〔ダイナースクラブ　ビジネスカードの場合〕
基本カード27,000円+税
追加カード　無料
〔ダイナースクラブ　プレミアムカードの場合〕
本人130,000円+税
家族会員　無料

〔各カード共通〕
①空港ラウンジサービス
②旅行傷害保険　最高1億円　他
〔銀座ダイナースカードの場合〕
①銀座地区の特約店でポイント2倍　他
〔ダイナースクラブ　ビジネスカードの場合〕
①法人格のない事務所でも申込可
②ＪＡＬ国内線出張手配（ＪＡＬオンライン）　他
〔ダイナースクラブ　プレミアムカードの場合〕
詳細は０１２０－９９２－５８０へ

※詳しいパンフレットは各カード会社か、協同組合窓口にご連絡ください。



出 資 用 

 

神奈川県弁護士協同組合 

理事長  庄司 道弘  殿 

２０２  年  月  日 

自宅住所 

ﾌﾘｶﾞﾅ 

氏名                 印 

登録番号（       ）  （  ）期 

 

 

 

神奈川県弁護士協同組合出資引受書 

 

神奈川県弁護士協同組合の趣旨に賛同し、次の出資を引き受けます。 

 

出資引受数  口（出資１口の金額１０，０００円） 金   ０,０００円 

 

備考  弁護士業務のために出資した金額及び従業員数等をご記入ください。 

１．資本の総額又は、出資の総額          円 

２．常時使用する従業員数             人 

３．業種：弁護士 

 

※組合加入について、神奈川県弁護士協同組合の事業の遂行のためにのみ利用します。 

 

 

以下事務局使用欄------------------------------------------------------------------------------------------ 

組合員番号          

証 券 番 号          

 


